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工 事 名 赤碕浄化センター及び八幡町マンホールポンプ場 通報装置取替工事

工 事 箇 所 琴浦町大字箆津、赤碕

令和4年度

工 事 ( 起 工 ) 設 計 書



第１ 総則  本工事の仕様指示にあたり、その優先順位は次のとおりとする。
 １ 特記事項  下記のとおり。
 ２ 共通仕様書及び施工管理基準
   「琴浦町下水道土木工事共通仕様書」及び「琴浦町下水道土木工事施工管理基準及び規格
  値」による。該当項目がない場合は、「鳥取県土木工事共通仕様書」及び「施工管理基準」に
  よる。
 3 設計書

第２ 特記仕様書
 １ 工事概要
 （１）工  事  名 赤碕浄化センター及び八幡町マンホールポンプ場 通報装置取替工事
 （２）工事場所
 （３）工事内容 赤碕浄化センター及び八幡町マンホールポンプ場の通報装置取替

・通報装置の取替：2台（小松電機産業株式会社 やくも水神）

 ２ 工事完成期限

 ３ 作業時間 ８:３０ ～ １７：００

 ４ 用地及び付帯工
   工事に必要な材料置場、仮設道、水路等一切の敷地及びこれに伴う費用、付帯する工事等
  はすべて請負者によって処理しなければならない。ただし、施工上必要不可欠なものを除く。

 ５ 安全対策及び公害対策
   ・工事期間中の無事故、無公害を達成することを目標とすること。
   ・工事期間中は、各家庭等の出入りについては極力支障のないよう努力して施工すること。
   ・作業休日日は、鉄板等により通行を確保するよう努めるとともに、照明（安全灯等）により
   工事箇所を表示すること。
   ・工事に起因する建物、工作物等の破損及び損傷を確認するため、事前調査を必ず行うこと。
   事前調査については施工計画書に明示し、必ず現場着手前に工事区間内の調査を完了する
   こと。
    なお、調査にあたっては所有者の立会いを求め、お互いに着手前の状態について了承のう
   え工事を進めること。工事に起因する建物、工作物等の破損及び損傷は請負者の責任におい
   て復旧及び補修を行うこと。

 ６ その他
   ・可能な限り、早期に着手すること。
   ・器材の取替及び修繕に伴うかし担保期間は２年とする。
   ・着工前後、取替及び修繕作業中の写真を数枚提出すること。

工 事 仕 様 書

琴浦町大字箆津、赤碕

令和5年3月10日



赤碕浄化センター・八幡町マンホールポンプ場 位置図

赤碕浄化センター
八幡町マンホールポンプ場



数量 単位 単価 金額 備考

通報装置

小松電機産業株式会社 やくも水神

処理場    SA350（XP‐02相当） 1 台 同等品又は
同等品以上

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ SA350（MA‐M相当） 1 台 〃

通報装置 計

工事費

赤碕浄化センター 1 式

八幡町マンホールポンプ 1 式

工事費 計

試験調整費

赤碕浄化センター 1 式

八幡町マンホールポンプ 1 式

試験調整費 計

諸経費

諸経費 1 式

消費税率：10%

工事名 : 赤碕浄化センター及び八幡町マンホールポンプ場 通報装置取替工事

工種 施工名称・規格

工事価格

消費税

工事価格 合計

工  事  明  細  書


